
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びの交流支援室～Ｅｄｕ・Ｓｔａ～利用規定 

☆利用できる方  

 県内公立学校教職員の他、受付で許可を得ればどなたでも利用できます。 

※原則、予約なしで利用が可能です。 
 

☆利用の目的  

 学びの交流支援室では以下のようなことができます。 

・各種教育資料（図書・DVD 等）の閲覧、貸出《貸出は県内公立学校教職員のみ》 

・教材、教具の作成 ・指導主事への相談（Edu・Sta ｺﾝｻﾙ） ・自主研修会の開催  等 

※研修時の休憩・昼食場所としても利用できます。（Cafe コーナー有） 

 

☆開室日・時間  

開室日・時間：平日（月～金）9:00～1７:１５ 

休  室  日：土曜・日曜・祝日、年末・年始及び当センターが定める日 

※センターweb ページ（開室日カレンダー）や電話等で開室状況を確認の上、来室して

ください。 

 

☆利用の方法  

（１）閲覧・貸出  

  室内の資料を自由に閲覧できます。 

   県内公立学校教職員対象に、教育図書・視聴覚資料を貸出できます。 

   貸出の際は担当者に伝え、各種貸出簿に必要事項を記入してください。 

 

 

  

 

（２）返却 

返却は以下の３つの方法によります。 

 

 

 

 

 

 

（３）Ｅｄｕ・Ｓｔａコンサル（相談） 

  専門の指導主事が相談を承ります。お気軽にお尋ね下さい。 

  なお、不在の場合がございますので、あらかじめ電話等により連絡いただくことをお

勧めいたします。 

（連絡先：自主研修サポート課 ０７６－２９８－１７１４） 

・貸出可能な教育図書・視聴覚資料の貸出は一人５点、３週間 

・優秀・マスター教員授業ＤＶＤの貸出は原則一人３点、３週間 

※貸出中は取り扱い等に十分留意してください。 

➀来室による返却 

②センター郵便ポストへの投函による返却 

③郵送による返却（費用は利用者負担） 

※優秀・マスター教員授業ＤＶＤの返却は「①来室による返却」のみ

とします。 

9 月～3 月は次ページ 



 


